
1.    当事業所が提供するサービスについての相談窓口

 電話　　0566-93-5477（午前8時30分～午後5時30分まで）

 担当　　及川　高志

2.     訪問看護ステーション 麦　概要

(1)   要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とします。

(2)   提供できるサービスの種類と地域

訪問看護ステーション 麦

愛知県刈谷市寿町4丁目605

訪問看護　　　（愛知県指定　2362990091号）

刈谷市、安城市、知立市、高浜市、碧南市、豊明市、大府市、東浦町、

豊田市

※    上記以外の地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

(3)   同事業所の職員体制

(4)   営業時間

月曜日～土曜日  午前8時30分　～　午後5時30分

定休日  日祝、12月29日～1月3日

※    営業日、営業時間外の訪問看護については、ご利用者様の依頼に応じて対応します。

(5)   サービスの第三者評価の実施

第三者評価実施無し

3.     訪問看護の提供方法 (契約書第3条）

(1)   ご利用者がかかりつけの医師へ申し込み、かかりつけの医師が訪問看護ステーションに交付した訪

  　   問看護指示書により訪問看護を実施します。

(2)   ご利用者またはご家族から訪問看護ステーションに直接申し込みがあり、訪問看護指示書がない

      場合は、かかりつけの医師に訪問看護指示書の交付を求めるように助言します。

(3)   ご利用者にかかりつけの医師がいない場合は、かかりつけの医師を決めて申し込むことを助言します。

4.     訪問看護サービスの内容

訪問看護におけるサービス内容は下記の通りとします。

(1)    病状・障害・全身状態の観察

(2)    清拭・洗髪などによる清潔の保持、食事及び排泄など日常生活の援助

(3)    床ずれの予防・処置

(4)    看護業務の一環としてのリハビリテーション

サービスを提供する
対   象   地   域   ※

名　　　　　 称

所　　在　　地

介護保険指定番号

訪  問  看  護  重  要  事  項  説  明  書
＜令和7年9月1日　現在＞

管理者 常勤職員1名 管理統括

看護師 常勤職員2名以上 訪問看護

事務職員 非常勤職員1名以上 請求業務全般

リハビリテーション

作業療法士 常勤職員1名以上 リハビリテーション

言語聴覚士 非常勤職員1名以上 リハビリテーション

理学療法士 常勤職員2名以上



(5)    終末期の看護・認知症患者の看護

(6)    治療生活や介護方法の助言

(7)    カテーテルなどの管理・変更

(8)    その他在宅医療を継続する為に必要な医師の指示による医療処置

5.     サービスの利用の方法　(契約書第4条、第15条)

(1)   サービスの利用開始

事前に介護支援専門員とご相談ください。当社職員がお伺いいたします。契約を結び、その後訪問

看護計画作成し、主治医の指示のもとサービスの提供を開始します。

(2)   サービスの終了

①   ご利用者の都合でサービスを終了する場合

      サービスの終了を希望する日の１週間前までに介護支援専門員にご相談の上、文書でお申し出

      下さい。

②   当社の都合でサービスを終了する場合

      人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。

     その場合 は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。

③   自動終了

       以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

イ）  ご利用者が介護保険施設等に入所または医療機関に長期入院した場合

ロ）  介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が非該当(自立)認定　

　　 された場合

ハ） ご利用者が死亡した場合

④   その他

イ）  当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者

      ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、

 　　ご利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。

ロ）  ご利用者が、サービス利用料金の支払を2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもか

      かわらず7日以内に支払わない場合、ご利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば

　 　繰り返した場合、ご利用者が入院もしくは病気等により、3ヶ月以上にわたってサービスが利

　　 用できない状態であることが明らかになった場合、またはご利用者やご家族などが当事業所

　 　や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、

　 　文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がございます。

ハ） 主治医の訪問看護指示書の有効期限を超えた場合

6.    緊急時の対応方法　 (契約書第11条)

(1)   緊急時の対応方法をかかりつけ医・ご利用者と確認して訪問看護を開始することとします。

(2)   訪問看護実施中にご利用者の病状に急変・その他緊急事態が生じた時は、速やかにかかりつけ医

　　　に連絡し、適切な処置を行うこととします。かかりつけ医師との連絡が困難な場合に、緊急運搬等の

　　　必要な処置を講じるものとします。

(3)   看護師等は前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかにかかりつけ医師及び管理者に

　　　報告します。サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治

　　　医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。

7.     サービス内容に関する苦情　(契約書第17条)

(1)   当事業所ご利用者相談・苦情担当

担 当　及川　高志 電話　0566-93-5477



(2)   その他

当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

①   各市町村　介護保険担当　

刈谷市　　　　　電話　0566-62-1063　　　　　　　　　安城市　　　　電話　0566-71-2226

知立市　　　　　電話　0566-95-0122　　　　　　　　　高浜市　　　　電話　0566-52-9871

碧南市　　　　　電話　0566-41-3311　　　　　　　　　豊明市　　　　電話　0562-92-1261

大府市　　　　　電話　0562-45-6289　　　　　　　　　東浦町　　　　電話　0562-82-2941

②   国民健康保険団体連合会 電話　052-971-4165

③   愛知県介護保険審査会 電話　052-954-6288

8.  弊社個人情報の取扱に関する苦情担当　(契約書第7条、8条)

担 当　及川　高志 電話　　0566-93-5477

E-mail　houkan.mugi@gmail.com

9.  事故発生の対応

サービス提供中に事故その他緊急事態が発生した場合、速やかに主治医及びご家族に連絡

する等の措置を講ずるとともに、管理者に連絡します。

10.     料金　(契約書第12条）

(1)  介護保険からの給付サービスを利用する場合は、基本料金の1割・2割・3割となります。

(2)  介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

(3)  事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月１０日以降に利用者に送付します。

(4)  利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに下記の方法にて支払います。

① 銀行・郵便局口座からの引き落とし

② 上記以外の金融機関からの引き落とし

③ 郵便局窓口またはその他金融機関にて振り込み

④ 現金での支払い

(5)  死亡後のご遺体のケアを当事業所にご依頼いただいた場合、20,000円を実費でお支払いいただきます。

(6)  事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。

(7)  利用者は、居宅においてサービス従業者がサービスの実施のために使用する水道、ガス、電気、電話、

  同行時の交通費等の費用を負担します。

(8)  利用者がまだ要介護認定を受けていない場合にはサービス利用料金の全額を支払います。要介護 認

  定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から償還払いされます。また、居宅介護サービス計

  画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合はお客様が保険給付の申請を

  行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

(9)  介護保険からの給付額の変更があった場合は、変更された額に合わせて、お客様の負担額を変更いた

  します。



① 訪問看護・基本料金・昼間

20分

～30分未満

30分

～1時間未満

1時間

　～1時間30分未満

40分

（1回2単位）

60分

（1回3単位）

② 介護予防訪問看護・基本料金・昼間

20分

～30分未満

30分

～1時間未満

1時間

　～1時間30分未満

40分

（1回2単位）

※ 基本料金に対して、早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後10時）帯は25％増し、

深夜（午後10時～午前6時）は50％増しとなります。

※ 准看護師の訪問は所定料金の90/100相当となります。

※ 上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス

計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。

※ 利用者の同意を得て、２人で訪問した場合は、２人分の料金となります。

※ 訪問看護ステーションにおける理学療法士等の訪問は看護業務の一環として、看護職員の代わり

として訪問するものとします。

③ 訪問看護・介護予防訪問看護・加算

サービス提供体制加算（Ⅱ)

緊急時訪問看護加算

特別管理加算（Ⅰ）

特別管理加算（Ⅱ）

初回加算（退院日）

初回加算

退院時共同指導加算

ターミナルケア加算

※ 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に、ターミナルケア加算を算定。

11.     サービスの中止によるキャンセル料 (契約書第13条)

キャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。

①　ご利用日9：00までにご連絡いただいた場合 無料

②　①以後のキャンセル、または訪問時ご不在の場合 一律　1,500円

チェック

チェック

保
健
師
・
看
護
師

¥4,984 ¥499

¥650

¥8,785 ¥879

¥8,774 ¥878

¥12,045 ¥1,205

加算内容 一月当たり基本料金 利用料

¥3,867 ¥387

¥2,763 ¥277

1単位あたり￥33 ¥4

¥5,525 ¥553

理
学
療
法
士

作
業
療
法
士

言
語
聴
覚
士

サービス内容 基本料金 利用料

保
健
師
・
看
護
師

¥5,205 ¥521

¥9,094 ¥910

¥12,464 ¥1,247

理
学
療
法
士

作
業
療
法
士

言
語
聴
覚
士

¥6,497

サービス内容 基本料金 利用料

¥6,276 ¥628

¥6,630 ¥663

チェック

¥27,625 ¥2,763

¥6,630 ¥663

¥3,252 ¥326


